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１ 要 旨 

  保育施設における熱中症の予防及び発生防止を図るための対策を実施する事業に対し、予算の範囲内

で必要な経費を助成し、児童の健康被害を未然に防ぐ環境を確保することを目的に、必要とする事項を

定める。 

 

 （１）対象施設 

認可保育所、認証保育所、小規模保育所、家庭的保育者、事業所内・院内保育所、 

認定こども園（保育所型、地方裁量型） 

 

（２）施行日 

決裁日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 

 

 （３）影響及び効果 

 保育施設における熱中症の予防及び発生防止を図ることで、児童に対する健康被害を未然に防ぐ

ことができ、安全確保につながる。 

 

 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 
令和８年２月補正予算(第７号補正)で予算計上済み 

 

 ３．留意事項（問題点等） 

 

 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 
庁議における報告後、速やかに事務を進めたい。 

 

 ５．審議結果 

  了承 

 

 

  


